
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護師・准看護師 

保育士・介護福祉士 

理学療法士・作業療法士 

調理師・製菓衛生師 

シスコシステムズ認定資格 

ＬPI 認定資格等 33 資格 

ひとり親の皆さまへ生活費を支援します！ 

熊本県高等職業訓練促進給付金 

※市町村民税課税世帯は 70,500円 

 対象となる人     

支給まで 
の 
ながれ 

管轄の 

福祉事務所に 

事前相談 

修業開始後 

福祉事務所に 

申請 

月１０万円 

給付 

申請は随時受け付けています！詳しくは、管轄の県福祉事務所へお尋ねください。 

（※市にお住いの方は、それぞれの市福祉事務所にお問い合わせください。） 

 

対象となる 

資格の例 

 



母子家庭等高等職業訓練促進給付金について 

制度概要 

働きながら資格取得を目指すひとり親家庭のお父さんやお母さんを支援するための制度です。修業期

間 1 年以上（※令和５年度中に修業開始される場合は６月以上の養成機関も対象。）の養成機関に通う

場合に、所得に応じて給付金が支給されます。 

対象者 

次の要件の全てを満たす熊本県内の町村にお住まいのひとり親家庭の父親又は母親が対象となります。 

※市に在住の方は、お住まいの市にお尋ねください。 

（1）児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。 

（2）修業年限 1 年以上（※令和５年度中に修業開始される場合は６月以上の養成機関も対象。）の養成

機関において一定のカリキュラムを就業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。 

（3）就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。 

（4）求職者支援制度における職業訓練給付金、雇用保険法第 24 条に定める訓練延長給付金等、本給付

金と趣旨を同じくする給付金を受けていない者であること。 

対象資格 

対象資格は、次のとおりです（全 33 資格） 

看護師 介護福祉士 保育士 理学療法士 作業療法士 理容師 美容師  

あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 栄養士 保健師 助産師 准看護師 

歯科衛生士 診療放射線技師 診療エックス線技師 歯科技工士 臨床検査技師 調理師 

製菓衛生師 柔道整復師 視能訓練士 社会福祉士 精神保健福祉士 言語聴覚士 

管理栄養士 医師 歯科医師 薬剤師 臨床工学技士 技師装具士 救急救命士 

※６月以上の訓練を通常必要とする民間資格【令和 5 年度までの時限措置】 

シスコシステムズ認定資格 LPI 認定資格 など 

支給額等 

（1）訓練促進給付金 

就学している間、所得に応じて月額 10 万円もしくは月額 7 万 5 百円（修業期間の最後の１２か月

は 4 万円加算）の訓練促進給付金が支給されます。（金額は所得によって異なります。） 

（2）修了支援給付金 

就学修了後に支給されます。金額は、5 万円もしくは 2 万 5 千円です。（金額は所得によって異な

ります。） 

お問い合わせ 

詳細はお問い合わせください。なお、各市にお住まいの方は各市役所にお問い合わせください。 

県福祉事務所 郵便番号 所在地 電話番号 

宇城福祉事務所 869-0532 宇城市松橋町久具 400-1 0964-32-0517 

玉名福祉事務所 865-0016 玉名市岩崎 1004-1 0968-74-2117 

菊池福祉事務所 861-1331 菊池市隈府 1272-10 0968-25-0689 

阿蘇福祉事務所 869-2301 阿蘇市一の宮町宮地 2402 0967-24-9034 

上益城福祉事務所 861-3206 上益城郡御船町辺田見 396-1 096-282-0215 

八代福祉事務所 866-8555 八代市西片町 1660 0965-33-8756 

芦北福祉事務所 869-5461 葦北郡芦北町芦北 2670 0966-82-2128 

球磨福祉事務所 868-0056 人吉市西間下町 86-1 0966-22-1040 

天草福祉事務所 863-0013 天草市今釜新町 3530 0969-22-4241 

 


